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質問 回答 

自営業(第 1 号被保険者)は基礎年金だけで

は食べていけないとのことでしたが、お勧

めの保険や制度があれば教えてください。 

個人型確定拠出年金（愛称：iDeCo）かもし

くは国民年金基金のどちらかです。この二

つは枠が共通なので、それぞれ別々に利用

することはできません。今の金利であれば

iDeCoの方が良いと思います。あとは「小

規模企業共済」ですね。これは別枠で使え

ますし、所得控除の枠も最大月 7 万円まで

ありますので有利です。 

テレビで、70歳まで受け取りを延ばして例

えば 69 歳でなくなった場合、本来支給年

齢の 65 歳から 69 歳までの分は、65 歳

の金額で遺族が受け取れるとやっていたの

ですが本当ですか。また、学生で支払いを

延長していますが、卒業後支払えるように

なったとき、追加納入はしたほうがよいの

でしょうか。 

はい、その場合は「未支給年金」といって

65 歳の金額をベースとして遺族が受け取

れます。但し、以降に受け取る年金は増額

されたものではなく、あくまでも 65 歳時

点での金額で支給され続けることになりま

す。 

追加納入はしておいた方が良いでしょう

ね。まだ先のことですが、老齢年金を少し

でも多くすることができますから。 

付加年金を今までに数回だけ（失業中に）

かけたことがありますが、現在年齢が 60

才位だとそのまま放置しておいても、何も

もらえないのでしょうか。 

付加年金は 1号被保険者が払い込めるもの

ですので、払っておかれたのは良かったと

思いますが、付加年金に限らず、年金は受

給申請をしないと受け取れませんので申請

をした方が良いと思います。詳細は日本年

金機構の相談ダイアルにお電話されるのが

良いでしょう。 

0570-05-1165（ナビダイヤル） 

先生のお勧めされた書籍を拝見すれば、年

金の運用や iDeCo の上手な利用方法など

載っていますでしょうか。６０歳前ですが

住替えなど検討しており、まだお金の入用

な状態です。老後が長くなると一番のリス

クだというお話、回りを見ていて、最近つ

くづく感じていました。 

私の著書「知らないと損する年金の真実」

は公的年金についてなので、iDeCo の運用

や利用法はほとんど書いておりません。妻

が 書 い た 「 iDeCo の ト リ セ ツ 」

（ https://amzn.to/3axYAv2）には運

用から受け取り方法まで詳しく書いてあり

ます。 

https://amzn.to/3axYAv2

